
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電解質層と、該電解質層の一方の面に形成された燃料極層と、他方の面に形成された空
気極層からなるセルを有する平板状セル板が複数枚積層されてなる燃料電池スタックを備
えた燃料電池において、
　第１のセル板と、第１のセル板とは燃料極層および空気極層の形成位置を逆にした第２
のセル板とが交互に積層されてなる燃料電池スタックの少なくとも１枚以上のセル板ごと
に燃焼ヒーター板が配設されていることを特徴とする燃料電池。
【請求項２】
　燃焼ヒーター板が板状の多孔質燃焼担体と、該燃焼担体の全面あるいは一部を覆うガス
不透過層を備えたものであることを特徴とする請求項１に記載の燃料電池。
【請求項３】
　燃焼ヒーター板に備えたガス不透過層がガス隔壁として機能するものであることを特徴
とする請求項２記載の燃料電池。
【請求項４】
　ガス不透過層が多孔質燃焼担体の全面を覆っていることを特徴とする請求項３記載の燃
料電池。
【請求項５】
　電解質層と、該電解質層の一方の面に形成された燃料極層と、他方の面に形成された空
気極層からなるセルを有する平板状セル板が複数枚積層されてなる燃料電池スタックを備
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えた燃料電池において、
　前記燃料電池スタックのセル板の間に燃焼ヒーター板が配設され、
　該燃焼ヒーター板が板状の多孔質燃焼担体と、該燃焼担体の全面あるいは一部を覆うガ
ス不透過層を備えたものであり、
　上記ガス不透過層がガス隔壁として機能し、かつ該ガス不透過層の一部がセル板側に開
口していることを特徴とする燃料電池。
【請求項６】
　電解質層と、該電解質層の一方の面に形成された燃料極層と、他方の面に形成された空
気極層からなるセルを有する平板状セル板が複数枚積層されてなる燃料電池スタックを備
えた燃料電池において、
　前記燃料電池スタックのセル板の間に燃焼ヒーター板が配設され、
　該燃焼ヒーター板が板状の多孔質燃焼担体と、該燃焼担体の全面あるいは一部を覆うガ
ス不透過層を備えたものであり、
　上記多孔質燃焼担体が発電用ガスの流路として機能するものであることを特徴とする燃
料電池。
【請求項７】
　燃焼ヒーター板に備えたガス不透過層が電気伝導性を有し、インターコネクタとして機
能するものであることを特徴とする請求項２ないし６のいずれかに記載の燃料電池。
【請求項８】
　燃焼ヒーター板の多孔質燃焼担体に触媒を担持させてあることを特徴とする請求項２な
いし７のいずれかに記載の燃料電池。
【請求項９】
　複数の円筒型セルを備えた円筒型燃料電池スタックを備えた燃料電池において、
　前記燃料電池スタック内に多孔質燃焼担体と着火機構を具備した燃焼ヒーターが配設さ
れ、加熱用燃料が燃焼ヒーターの多孔質燃焼担体に供給されると共に、空気がスタックチ
ャンバー内に供給されるように配管してあることを特徴とする燃料電池。
【請求項１０】
　燃焼ヒーターの多孔質燃焼担体の燃焼面が上記円筒型セルの発電層形成部分に相対向す
るように配設されていることを特徴とする請求項９記載の燃料電池。
【請求項１１】
　燃焼ヒーターの多孔質燃焼担体が上記円筒型セルの間を埋めるように配設されているこ
とを特徴とする請求項９記載の燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電解質と燃料極および空気極を備え、電気化学反応により電気エネルギーを得
る固体酸化物型燃料電池などの燃料電池に係わり、特に、燃焼ヒーターを組み込むことに
よって、燃料電池の始動性、再起動性の向上を可能にした燃料電池に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
燃料電池は、酸素イオンあるいはプロトンなどのイオン導電性を有する電解質を多孔質の
空気極と燃料極とで挟んだ構造を有し、空気極側に酸素ガスを含む酸化性ガスを、燃料極
側に水素や炭化水素ガスを含む還元性ガスをそれぞれ供給し、これらのガスが電解質を介
して電気化学的に反応することにより、起電力を生じる電池である。
【０００３】
このような燃料電池のひとつである固体電解質型燃料電池としては、従来、例えば特開平
５－２０５７５３号公報には、固体電解質板の表裏にアノードとカソードをそれぞれ配し
た単電池板と、燃料ガスが流通するガス溝を一方の面に、酸化剤ガスが流通するガス溝を
他方の面にそれぞれ形成してなるセパレータとを交互に積層した平板型スタックを備えた
固体電解質型燃料電池が開示されている。また、特開平８－１０２３２７号公報には、内
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部に複数のガス流路を備え、セパレータ機能を併せ持つセル板を形成するための中空平板
状燃料電池基板が提案されている。
【０００４】
なお、このような固体酸化物型燃料電池においては、通常、運転温度が８００～１０００
℃程度にもなるため、燃料電池の起動時には運転温度まで加熱することが必要になるが、
上記公報のいずれにも、このような燃料電池スタックを加熱するための具体的手段につい
ては、とくに言及されていない。
【０００５】
一方、円筒型スタックに関しては、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｏｕｒｃｅｓ
　７１（１９９８）２７１－２７４には、複数の円筒型セルの円筒内側に燃料を、セルの
外側に空気を導入して発電することが記載されると共に、起動時にはセル円筒の内側に水
素と空気を混合して導入し、セル上部に配置された着火コイルにより点火して燃焼させる
ことが記載されている。また、第４５回ＳＯＦＣ研究会予稿集には、燃焼用円筒をセルと
は別に設置することが提案されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記公報に記載された平板型スタックの場合には、上記したようにいずれも加熱手段を備
えていないことから、起動に際しては、スタックの外部に設置された加熱装置によってス
タック全体を加熱することになることから、加熱効率が低く、起動にかなりの時間を要す
ることになる。また、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｏｕｒｃｅｓに記載された
円筒型スタックの場合には、起動時にはセルが燃焼筒として機能することから、セルの内
壁および外壁に設置した電極層は損傷したり、酸化したりすることによって電極特性が低
下するという問題点がある。
【０００７】
さらに、上記ＳＯＦＣ研究会予稿集に記載された方法では、燃焼筒が円筒形であるために
、位置によってセルの加熱の程度が異なり、また１本のセルでも均等に加熱され難いこと
から、セルに熱応力がかかりやすく、破損の原因となる。また、一部のセルが急速に加熱
されても、すべてのセルが均一に加熱されて各セルの発電出力が均等になるのに時間がか
かり、各セルの発電出力がばらついている場合には、スタック全体としての発電出力に大
きな損失が生じるという問題がある。例えば、電気的に並列に接続されている複数のセル
の一部の温度が異なり、発電電圧が小さいセルや内部抵抗が大きいセルが接続されている
場合、そのセルによる発電電力が取り出せないばかりか、高出力のセルの発電電力を内部
で消費してしまったり、局所的に発熱したりして大きな損失が生じることがあり、このよ
うな問題点を解消してセルの発電部分を効率的かつ均等に加熱し、起動に要する時間を短
くすることが課題となっていた。
【０００８】
【発明の目的】
本発明は、従来の燃料電池における上記課題に鑑みてなされたものであって、セルの発電
層部分を発電可能な温度まで速やかに、かつ均一に加熱することができ、起動性に優れる
と共に、発電開始直後から発電損失が少なく、高出力密度で発電することができ、しかも
熱衝撃による破損を防止して耐久性に優れた燃料電池を提供することを目的としている。
【０００９】
【問題を解決するための手段】
　本発明に係わる燃料電池は、電解質層と、該電解質層の一方の面に形成された燃料極層
と、他方の面に形成された空気極層からなるセルを有する平板状セル板が複数枚積層され
てなる燃料電池スタックを備えた燃料電池において、第１のセル板と、第１のセル板とは
燃料極層および空気極層の形成位置を逆にした第２のセル板とが交互に積層されてなる燃
料電池スタックの少なくとも１枚以上のセル板ごとに燃焼ヒーター板が配設されている構
成とし、燃料電池におけるこのような構成を前述した従来の課題を解決するための手段と
したことを特徴としている。
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【００１０】
　本発明に係わる上記燃料電池の好適形態は、燃焼ヒーター板が板状の多孔質燃焼担体と
、該燃焼担体の全面あるいは一部を覆うガス不透過層を備えたものである構成とし、さら
にはこのガス不透過層がガス隔壁として機能するものである構成とし、さらにまた、この
ガス不透過層が多孔質燃焼担体の全面を覆っている構成としたことを特徴としている。
【００１１】
　本発明に係わる他の燃料電池は、電解質層と、該電解質層の一方の面に形成された燃料
極層と、他方の面に形成された空気極層からなるセルを有する平板状セル板が複数枚積層
されてなる燃料電池スタックを備えた燃料電池において、前記燃料電池スタックのセル板
の間に燃焼ヒーター板が配設され、該燃焼ヒーター板が板状の多孔質燃焼担体と、該燃焼
担体の全面あるいは一部を覆うガス不透過層を備えたものであり、上記ガス不透過層がガ
ス隔壁として機能し、かつ該ガス不透過層の一部がセル板側に開口している構成としたこ
とを特徴とし、さらに他の燃料電池においては、同様の燃料電池において、前記燃料電池
スタックのセル板の間に燃焼ヒーター板が配設され、この燃焼ヒーター板が板状の多孔質
燃焼担体と、該燃焼担体の全面あるいは一部を覆うガス不透過層を備え、上記多孔質燃焼
担体が発電用ガスの流路として機能するものであることを特徴としている。
【００１２】
　そして、本発明に係わる上記燃料電池の好適形態として、燃焼ヒーター板に備えたガス
不透過層が電気伝導性を有し、インターコネクタとして機能するものである構成としたこ
とを特徴とし、さらには、燃焼ヒーター板の多孔質燃焼担体に触媒を担持させることもで
きる。
【００１３】
　本発明に係わるさらに他の燃料電池は、複数の円筒型セルを備えた円筒型燃料電池スタ
ックを備えた燃料電池において、前記燃料電池スタック内に多孔質燃焼担体と着火機構を
具備した燃焼ヒーターが配設され、加熱用燃料が燃焼ヒーターの多孔質燃焼担体に供給さ
れると共に、空気がスタックチャンバー内に供給されるように配管してある構成としたこ
とを特徴としており、好適形態としては、燃焼ヒーターの多孔質燃焼担体の燃焼面が上記
円筒型セルの発電層形成部分に相対向するように配設したり、燃焼ヒーターの多孔質燃焼
担体がセル間を埋めるように配設したりすることができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明に係わる燃料電池においては、燃料電池スタックのセル板とセル板の間に燃焼ヒー
ター板が配設されており、スタック全体を外部から過熱するのではなく、セル板間に挿入
された燃焼ヒーターによってセル部分を直接加熱するため、発電可能な温度まで速やかに
加熱され、電池の起動性が大幅に向上することになる。
【００１５】
燃焼ヒーター板は、例えば、セラミックスあるいは耐熱金属製の多孔質燃焼担体と、該多
孔質燃焼担体の全面、あるいはその一部を覆うガス不透過層からなる板状の部材を使用す
ることができ、着火機構を備え、燃料供給口から燃料、あるいは燃料と空気との混合気体
を供給し、多孔質担体の燃焼面の微細孔から噴出させて燃焼させる。したがって、均質な
燃焼面が形成されることとなり、燃焼面の相対向するセル板部分が均等に昇温することと
なり、温度傾斜に基づく変形や層剥離を防止して電池の耐久性が向上すると共に、起動直
後から高出力密度が達成されることになる。
【００１６】
燃焼ヒーター板の多孔質燃焼担体としては、例えばコージェライト、アルミナ、チタニア
、セリア、ジルコニアなどを主成分とするセラミックス多孔体や、耐熱鋼、ステンレス鋼
、ニッケル合金、銅合金、チタン合金などを主成分とする多孔質金属体あるいは金属フェ
ルト体等を使用することができる。
【００１７】
また、多孔質燃焼担体の表面を覆うガス不透過層としては、例えば耐熱鋼やステンレス鋼
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などの薄板を使用することができ、当該不透過層はガス隔壁としても機能し、さらに上記
のような電気伝導性を備えた材料を使用することにより、インターコネクタとしても機能
させることができる。
【００１８】
着火機構としては、通常の着火コイルや着火プラグを使用することができ、加熱用燃料と
空気の混合領域、あるいはその下流に設置することができる。
【００１９】
なお、本発明に係わる燃料電池においては、セル板の構成には特に限定されず、例えば電
解質支持型セル、電極支持型セル、さらにはニッケル、ステンレススチール等の多孔質金
属基板上に電解質と共に両電極を形成した多孔質金属基板支持型セルなどを適用すること
ができる。
【００２０】
また、燃料極材料としては、例えばニッケル、ニッケルサーメット、白金など、空気極材
料としては、例えばＬａ１ － Ｘ ＳｒＸ ＭｎＯ３ 、Ｌａ１ － Ｘ ＳｒＸ ＣｏＯ３ などのペロブ
スカイト型酸化物、銀などを使用することができるが、これらのみに限定されるものでは
ない。
【００２１】
電解質材料としては、Ｎｄ２ Ｏ３ 、Ｓｍ２ Ｏ３ 、Ｙ２ Ｏ３ 、Ｇｄ２ Ｏ３ 、Ｓｃ２ Ｏ３ など
を固溶した安定化ジルコニア（ＺｒＯ２ ）や、ＣｅＯ２ 、Ｂｉ２ Ｏ３ 、ＬａＧａＯ３ など
を主成分とする固体電解質を使用することができるが、これらに限定されるものではなく
、スルホン酸基を含有するフッ素系イオン交換膜、例えば、ＤｕＰｏｎｔ社のＮａｆｉｏ
ｎを電解質として具備したＰＥＭ型燃料電池とすることもできる。
【００２２】
本発明に係わる燃料電池を構成するスタック層構造としては、電解質層と燃料極及び空気
極層からなるセル板と、セパレータとを交互に積層した通常タイプの燃料スタックにおけ
るセパレータの全てを前記燃焼ヒーター板に置き換えた構造とすることができる。また、
所定枚数ごとに１枚のセパレータを燃焼ヒーター板に置き換えること、すなわちセパレー
タを例えば１枚おきあるいは２枚おきに燃焼ヒーター板に置き換えるようにすることもで
きる。
【００２３】
　図１および図２は、このような平板型燃料電池スタックの積層構造例を示すものであっ
て、図１は全てのセパレータを燃焼ヒーター板に置き換えた参考的な構造を示すものであ
る。
【００２４】
すなわち、図１に示す燃料電池スタック１は、電解質層２ａの図中上面側に燃料極層２ｂ
が、その裏面側に空気極層２ｃがそれぞれ形成されたセル板２と、燃焼ヒーター板３とを
交互に積層した構造を有している。なお、図において、符号４は空気流路、符号５は水素
などを流すための燃料流路である。
【００２５】
ここで、燃焼ヒーター板３は、例えばステンレス鋼の多孔質体からなる燃焼担体３ａと、
例えばステンレス鋼の薄板からなるガス不透過層３ｂから構成されている。このとき、図
示するようにガス不透過層３ｂによって多孔質燃焼担体３ａの全面を覆うようになすこと
ができ、起動時に燃焼ヒーター板３のガス供給口３ｃから加熱用燃料と空気を導入し、図
示しない着火機構によって点火し、燃焼を開始させてガス不透過層３ｂを加熱し、これに
よってセル板２が加熱される。このようにガス不透過層３ｂによって多孔質燃焼担体３ａ
の全面を覆うことによって、ガス不透過層３ｂがガス隔壁となって、燃焼ヒーター板３が
セパレータとして機能することから、燃焼用ガスと発電用ガスとをそれぞれ分離して燃料
電池スタック１内に導入することができ、発電中においても発電出力制御と独立してセル
板２を容易に追い加熱することができるようになる。また、このときのセル板２の加熱が
ガス不透過層３ｂを介して間接的に行われるため、熱衝撃が緩和され、より均質な昇温が
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行われることになる。また、セル板２の過昇温を防止したり、停止させたりする目的で冷
却する場合、冷却用空気を導入するための冷却版として機能させることができる。
【００２６】
さらに、燃焼ヒーター板３のガス不透過層３ｂに上記したステンレス鋼のような電気伝導
性のものを用いることにより、集電機能やセル板間の電気接続機能を備えたインターコネ
クタとして機能させることができ、これによりインターコネクト部材の点数を少なくして
製造工程が簡略化されることになる。
【００２７】
なお、起動に際して、燃料電池スタック１内に設置された燃焼ヒーター板３のすべてを燃
焼させてセル板２を速やかに昇温させることができるのは言うまでもないが、このような
場合の他に、要求起動時間や加熱開始時のスタック１の温度などによっては、燃焼ヒータ
ー板３に選択的に燃料を供給して、一部のヒーター板３のみによってセル板２を加熱する
ようになすこともできる。一部のヒーター板のみに冷却空気を流すことも可能である。そ
れゆえ、均質に加熱冷却ができるだけでなく、発電運転時におけるスタックの温調をきめ
細かく、素早く行うことができる。
【００２８】
図２は、セパレータ６を１枚おきに燃焼ヒーター板３に置き換えた積層構造例を示すもの
であって、燃焼ヒーター板３－セル板２－セパレータ６－セル板２－燃焼ヒーター板３－
セル板２の順に積層されている。
【００２９】
このとき、燃焼ヒーター板３のガス不透過層３ｂの一部を開放させることにより、発電用
の空気を使用して燃焼担体３ａの表面で燃料ガスを燃焼させるようにすることができる。
すなわち、この実施形態における燃焼ヒーター板３においては、燃焼担体３ａのセル板２
に対向する面の一部にガス不透過層３ｂが形成されていない部分があり、起動に際しては
当該燃焼ヒーター板３のガス供給口３ｃから燃料を、燃料電池スタック１の空気流路４に
空気をそれぞれ導入することによって燃料を燃焼担体３ａの開口表面で燃焼させて、セル
板２を加熱する。発電用の燃料はスタック１の燃料流路５に供給され、前記空気流路４に
供給される空気とによって発電が行われる。
【００３０】
この場合、燃焼担体３ａのガス不透過層３ｂが形成されていない面の近傍で燃焼が行われ
、当該燃焼担体３ａの微細孔の径や、多孔質度（空隙率）を調整することによって、均一
に面燃焼させることができ、空気が燃焼面の上面から導入されることから、均質な面燃焼
制御が容易なものとなり、セル板２が直接加熱されるためセル板２を急速に加熱すること
ができ、短時間での起動が可能になる。なお、この場合にも燃焼ヒーター板３のガス不透
過層３ｂを電気伝導性のものとすることにより、インターコネクタとして機能させること
ができることは言うまでもない。
【００３１】
本発明に係わる燃料電池においては、燃焼ヒーター板３の多孔質燃焼担体３ａを加熱用燃
料あるいは加熱用燃料と空気の混合気体の流路として機能させ、セル加熱用のヒーターと
して使用する一方、発電時には発電用ガス、すなわち燃料ガスあるいは空気の流路として
機能させることができる。
【００３２】
図３は、このような燃料電池スタックの積層例を示すものであって、図示するスタック１
は、多孔質燃焼担体３ａの図中上面側にガス不透過層３ｂの開口部を備えた燃焼ヒーター
板３とセル板２とが交互に積層された構造を有し、当該燃料電池の起動時には、前記ヒー
ター板３のガス供給孔３ｃから加熱用燃料と空気を混合して供給し、多孔質燃焼担体３ａ
におけるガス不透過層３ｂの開口部分で燃焼させてセル板２を加熱すると共に、発電時に
は、前記ガス供給孔３ｃから空気のみを供給し、この空気と燃料流路５から供給される燃
料とによって発電されるようになっている。なお、この場合も燃焼ヒーター板３のガス不
透過層３ｂを電気伝導性のものを用いることによってインターコネクタとしての機能を付
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与することができる。
【００３３】
この場合、燃焼ヒーター板３が発電用ガスの流路を兼ねることによって、積層する部品点
数が減少し、スタックの小型化、あるいは単位容積当たりのセル板の積層数を増すことに
よって、燃料電池の発電出力が増加することになる。また、積層部品点数に減少によって
スタックの熱容量が減り、急速加熱が可能となって機動性が向上する。さらに、燃焼ヒー
ター板３の多孔質燃焼担体３ａがガスディフューザーとして機能することから、発電用ガ
スをセル面にまんべんなく均等に供給することができ、セル板内の発電出力分布を均等な
ものとすることができ、スタック全体の出力損失が低減されることになる。
【００３４】
図４は、交互に積層されたセル板２と、このセル板２とは燃料極層２ｂと空気極層２ｃの
位置を逆転させたセル板２′との間に燃焼ヒーター板３を挿入した燃料電池スタックの積
層形態を示すものである。
【００３５】
すなわち、セル板は、電解質層２ａの上面側に燃料極層２ｂを、その下面側に空気極層２
ｃを形成したセル板２と、この逆に電解質層２ａの上面側に空気極層２ｃを、その下面側
に燃料極層２ｂをそれぞれ形成したセル板２′の２種類からなり、これらセル板２および
２′が交互に積層されていると共に、これらセル板２、２′の２枚おきに、多孔質燃焼基
板３ａの表裏両面にガス不透過層３ｂの開口部を備えた燃焼ヒーター板３が挿入されてお
り、ガス不透過層３ｂの開口部は、セル板２、２′の空気極２ｃ、２ｃにそれぞれ相対向
するように配置され、セル板２－セル板２′－燃焼ヒーター板３－セル板２－セル板２′
－燃焼ヒーター板３－セル板２の順に積層されている。
【００３６】
この場合も、燃焼ヒーター板３は空気流路を兼ねるようになっており、上記同様に、燃料
電池の起動時には、ヒーター板３のガス供給孔３ｃから加熱用燃料と空気の混合ガスが供
給され、発電時には、前記ガス供給孔３ｃから空気のみが供給されるようになっている。
【００３７】
　さらに、本発明に係わる燃料電池においては、燃焼ヒーター板３の多孔質燃焼担体３ａ
に、例えば燃焼による発熱量を増加させたり、均質に燃焼させたり、燃料を改質したり、
燃焼後の排ガス成分を制御したりするために、ロジウム、ルテニウム、白金、パラジウム
、ニッケル、コバルトあるいはこれらを主成分とする合金などの触媒を担持することがで
き、これによって、繰り返し昇温に際しても安定した燃焼が可能になると共に、燃焼加熱
時の排気成分を制御することができ、特にこの排気ガスを発電用燃料ガスとして利用する
場合に発電出力が増加するように燃料の部分酸化反応や改質反応を制御して排気ガス成分
を調整することができる。
【００３８】
　図５は、このような触媒担持層を備えた燃焼ヒーター板３を用いたスタック構造の実施
形態を示すものであって、当該燃料電池スタック１は、空気流路として機能する多孔質金
属基板７の表面に、空気極層２ｃと電解質層２ａと燃料極層２ｂがこの順序に支持された
構造のセル板２と、多孔質燃焼担体３ａと触媒担持層３ｅとガス不透過層３ｂからなる燃
焼ヒーター板３とを交互に積層したものであって、当該燃料電池の起動時には、燃焼ヒー
ター板３の多孔質燃焼担体３ａに加熱用燃料と空気の混合ガスが供給され、発電時には当
該多孔質燃焼担体３ａに発電用燃料のみが供給されるようになっており、セル板２の多孔
質金属基板７に空気が供給されることにより発電が行なわれるようになっている。
【００３９】
図６は、上記のような燃焼ヒーターを円筒型の燃料電池スタックに適用したスタック構造
例を示すものであって、図に示す燃料電池スタック１は、スタックチャンバー１０内に複
数の円筒型セル１１を備えると共に、前記スタックチャンバー１０の内壁に耐熱金属フェ
ルトなどからなる多孔質燃焼担体１２ａと図示しない着火機構を備えた燃焼ヒーター１２
を備えており、前記多孔質燃焼担体１２ａの燃焼面が円筒型セル１１の発電層形成部分に
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相対向するように配置されている。
【００４０】
上記燃料電池スタック１においては、起動時に燃焼ヒーター１２のガス供給口１２ｂから
多孔質燃焼担体１２ａに加熱用燃料が供給されると共に、スタックチャンバー１０の空気
供給口１０ａから空気が供給されることによって、加熱用燃料が燃焼担体１２ａの表面に
おいて燃焼し、円筒型セル１１の主に発電層形成部分が急速に加熱され、セルの温度分布
を均一なものとして燃料電池スタック１を速やかに起動させることができる。発電時には
、燃料供給口１０ｂから発電用燃料が、上記空気供給口１０ａから空気が供給されること
によって発電が進行する。スタックチャンバー１０の燃料排気口１０ｃからは発電用燃料
の残余が、空気排気口１０ｄからは、燃焼排気ガスあるいは発電に用いられた空気の残余
がそれぞれ排気されるようになっている。なお、起動時の加熱に際して、燃焼ヒーター１
２のガス供給口１２ｂから加熱用燃料と空気の混ガスを供給するようにしてもよい。冷却
時には、ガス供給口１２ｂから冷却用空気を導入することにより、均質かつ素早く冷却す
ることもできる。
【００４１】
図７（ａ）および（ｂ）は、円筒型燃料電池スタックの他の構造例を示すものであって、
図に示す燃料電池スタック１は、スタックチャンバー１０内に複数の円筒型セル１１を備
えると共に、これらセル１１の間を埋めるように、燃焼ヒーター１２の多孔質燃焼担体１
２ａが配設されている。この場合、多孔質燃焼担体は、電気的に絶縁をすることが好まし
い。あるいは、少なくともセル表面上の電極に相対する面を絶縁処理することが好ましい
。
【００４２】
上記燃料電池スタック１においては、起動に際して、スタックチャンバー１０の燃料供給
口１０ｂから加熱用燃料と空気の混合気体が供給されることによって、当該加熱用燃料が
燃焼担体１２ａの表面において燃焼し、各円筒型セル１１がより速やか、かつ均等に加熱
されることになり、起動性がより向上すると共に、スタック全体の出力損失が低減される
ことになる。昇温後には、前記燃料供給口１０ｂから供給された発電用燃料が多孔質燃焼
担体１２ａの微小孔から噴出すると共に、空気供給口１０ａから空気が供給されることに
よって発電が行なわれる。このとき、燃焼ヒーター１２の多孔質燃焼担体１２ａがガスデ
フューザーとして機能するので、セル面全体に発電用燃料を均等に供給することができ、
発電出力の分布がより均一なものとなる。スタックチャンバー１０の空気排気口１０ｄか
らは発電に用いられた空気の残余が排出され、燃料排気口１０ｃからは、発電時には発電
用燃料の残余が、加熱時には燃焼排気ガスが排出される。起動時の加熱部分と、円筒型セ
ルのシール部分１４を話して設置できるため、シール部分での熱ショックによる破損を防
止できると共に、セル発電部分は均質に加熱できるため、耐久性が高く、速く高出力が得
られる燃料電池とすることがで
【００４３】
【実施例】
以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定
されるものではない。
【００４４】
〈参考例〉
（ａ）燃焼ヒーター板
　多孔質燃焼担体３ａとして、Ｆｅ－Ｃｒ－Ａｌ系耐熱鋼からなる厚さ２ｍｍの金属フエ
ルトを使用し、当該燃焼担体３ａの全面を耐熱鋼からなる薄板（ガス不透過層３ｂ）で覆
うと共に、側面の一部に加熱用ガスの供給口３ｃと排気口３ｄを形成することによって、
図１に示すような燃焼ヒーター板３を得た。このとき、通常のセパレータと同様に、流路
制御と加熱面積増大のために、ガス不透過層３ｂの上に、相対向するセル板の電極材料と
同一の材料層を形成するようになすこともできる。
【００４５】
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（ｂ）セル板（空気極支持型）
まず最初に、平均粒径３～１０μｍのランタンストロンチウムマンガネート（ＬａＳｒＭ
ｎＯ３ ）粉末に溶媒とバインダーを加えて混合し、押し出し成形によって板状に加工し、
これを１３００～１５００℃で焼成することによって５０×５０×ｍｍの空気極基板を形
成した。次いで、この空気極２ｃとしての基板上に、平均粒径０．５μｍのＹＳＺ粉を含
むスラリーをスラリーコーティング法により塗布し、１２００～１４００℃で焼成して電
解質層２ａを形成した。そして、当該電解質層２ａの上に、平均粒径１～５μｍのＮｉ粉
と平均粒径１μｍのＹＳＺ粉を含むスラリーをスラリーコーティング法によって塗布し、
１１００～１４００℃で焼成して燃料極層２ｂを形成し、これによって空気極支持型のセ
ル板２を得た。
【００４６】
（ｃ）スタックの積層
通常の平板型スタックと同様に、上記セル板２と燃焼ヒーター板３とを図１に示すように
交互に１０層づつ積層し、燃料電池スタック１とした。そして、通常の平板型スタックに
おいてはインターコネクタによってセパレータ上層のセル板と下層のセル板とが直列に電
気接続されるのと同様に、燃焼ヒーター板３のガス不透過層３ｂを介して上下層のセル板
２を直列に接続した。
【００４７】
（ｄ）加熱テスト
加熱用燃料ガスとしてプロパンを使用し、プロパンと空気を混合して上記燃焼ヒーター板
３のガス供給口３ｃから導入し、ガス供給口３ｃの手前に設置した着火機構によって点火
して燃焼を開始した。このとき、要求される起動時間や発電温度に応じて加熱用ガスの空
気／燃料比やガス流量などを調整することができる。セル板２の表面に設置した熱電対に
よりセル板２の温度を測定し、セル板温度の時間的変化を調査したところ、図８に示すよ
うに、１０分間で室温から７００℃まで昇温することが確認された。また、昇温に際して
セル板２の表面における温度分布のばらつきもほとんどなく均等に昇温することが観察さ
れると共に、セル板２に割れや剥離などの損傷も全く発生しないことが確認された。
【００４８】
（ｅ）発電テスト
セル板２の温度を７００℃に保持しながら、発電用燃料ガスとして水素を燃料流路５に導
入すると共に、空気を空気流路４に供給して発電を開始した。その結果、図８に併せて示
すように、７００℃への昇温直後から安定した発電出力が得られ、０．１Ｗ／ｃｍ２ の発
電出力が得られることが判明した。
【００４９】
〈実施例１〉
　上記参考例と同様のセル板２と、同じく参考例に示した燃焼ヒーター板３と基本的に同
様の構造を有し、セル板２との対向面にガス不透過層３ｂが形成されていないタイプの燃
焼ヒーター板３と、ランタン－クロム系酸化物板の両面に燃料極材料および空気極材料で
流路を形成したセパレータ６を使用し、図２に示したように、セル板とセパレータが交互
に積層されてなる通常のスタックにおけるセパレータを１枚おきに前記燃焼ヒーター板３
に置き換えることによって、４枚のセル板２と、２枚の燃焼ヒーター板３と、３枚のセパ
レータ６からなる燃料電池スタック１（セパレータ６－セル板２－燃焼ヒーター板３－セ
ル板２－セパレータ６－セル板２－燃焼ヒーター板３－セル板２－セパレータ６）とした
。そして、実施例１と同様に、燃焼ヒーター板３のガス不透過層３ｂを介して各セル板２
を直列に接続した。
【００５０】
そして、起動に際して、燃焼ヒーター板３のガス供給口３ｃからプロパンガスを、空気流
路４に空気をそれぞれ導入して、当該ヒーター板３に設置した図示しない着火機構によっ
て点火し、加熱を開始する。所定温度に昇温された後は、加熱用燃料（プロパンガス）の
流量を停止あるいは減少させると共に、燃料流路５に発電用燃料ガスとして水素を供給す
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ることによって発電を開始する。この実施例に係わる上記燃料電池においては、室温から
７００℃まで約１５分で昇温し、昇温後は０．２Ｗ／ｃｍ２ の発電出力が得られること確
認された。
【００５１】
〈実施例２〉
　上記参考例と同様のセル板２と、多孔質燃焼担体３ａとして、一般的な排ガス処理触媒
コンバータと同様にして触媒としてＰｔを担持したコージェライト製のハニカムを使用す
ると共に、当該燃焼担体３ａのセル板２との対向面にガス不透過層３ｂが形成されていな
い燃焼ヒーター板３を使用したこと以外は参考例と同様の積層構造を有する燃料電池スタ
ック１（図３参照）を得た。
【００５２】
当該燃料電池の起動に際しては、燃焼ヒーター板３のガス供給口３ｃから加熱用燃料（プ
ロパンガス）と空気との混合ガスを導入してセル板２を加熱した。所定温度に昇温後は、
燃料／空気比を減少させると共に、燃料流路５に発電用燃料ガス（水素）を供給すること
によって発電を開始した。この実施例に係わる上記燃料電池においては、触媒としてＰｔ
を用いていることから、加熱用燃料の燃焼が均質かつ効率的なものとなって、炭化して目
詰まりすることなく燃焼させて加熱できると共に、燃焼ヒーター板３の多孔質燃焼担体３
ａが空気のディフューザーとして機能することから、セル板２の全面に均等に発電用ガス
を供給することができ、発電出力分布を均一なものとすることができる。また、当該燃料
電池においては、室温から７００℃まで約１７分で昇温させることができ、昇温後は０．
２Ｗ／ｃｍ２ の発電出力が得られることが確認された。
【００５３】
〈実施例３〉
　上記参考例と同様のセル板２と、このセル板２とは燃料極層２ｂと空気極層ｃの形成面
を逆にしたセル板２′と、参考例に示した燃焼ヒーター板３と基本的に同様の構造を有し
、燃焼担体２ａの両面にガス不透過層３ｂが形成されていない開口部を有するタイプの燃
焼ヒーター板３を用いて、図４に示すように、セル板２－セル板２′－燃焼ヒーター板３
－セル板２－セル板２′－燃焼ヒーター板３の順序に積層され、合計６枚のセル板２，２
′と、３枚の燃焼ヒーター板３からなる燃料電池スタック１を得た。
【００５４】
当該スタック１を用いた燃料電池においては、単位容積当たりのセル板の積層密度が増し
、出力密度が向上すると共に、セル板２，２′をむらなく急速加熱することができ、機動
性をより向上させることができ、当該燃料電池においては、室温から７００℃まで約１８
分で昇温し、昇温後において０．２５Ｗ／ｃｍ２ の発電出力が得られることが確認された
。
【００５５】
〈実施例４〉
　上記参考例と同様のセル板２と、Ｐｔからなる触媒を担持した多孔質燃焼担体３ａを備
えた燃焼ヒーター板３と、インコネルからなる発泡金属８とを交互に積層すると共に、当
該積層体の上部にインコネル製の集電板９を積層することにより直列化された図９に示す
燃料電池スタック１を作製した。そして、当該スタック１を図１０に示すように、筐体２
０内に固定すると共に、燃焼ヒーター板３のガス不透過層３ｂを絶縁するために、その先
端部にアルミナ製絶縁部材２１をろう付けした。また、筐体２０と燃料電池スタック１の
隙間にはセラミックスウールを詰め込み、スタック１の筐体２０内での移動を防止するよ
うにした。
【００５６】
このような燃料電池の起動に際しては、燃焼ヒーター板３に加熱用燃料（プロパンガス）
と空気との混合ガスを導入してセル板２を加熱すると共に、所定温度に昇温した後は、当
該燃焼ヒーター板３に発電用燃料（水素）を供給すると共に、筐体２０内に空気を供給す
ることによって発電を行った。この実施例に係わる燃料電池においては、室温から７００
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℃まで約２０分で昇温させることができ、昇温後は０．１８Ｗ／ｃｍ２ の発電出力が得ら
れることが認された。
【００５７】
〈実施例５〉
　ＹＳＺからなる電解質基体管の外周部に、ＹＳＺ／Ｎｉ－Ｏサーメットからなる燃料極
層と、ＬＳＭからなる空気極層とを順次形成してなる公知の円筒型セル１１をスタックチ
ャンバー１０内に１０本配設することによって、図６に示すような円筒型燃料電池スタッ
ク１を作製した。燃焼ヒーター１２は、スタックチャンバー１０の内壁面に設置され、耐
熱鋼からなる金属フェルト（多孔質燃焼担体）１２ａが円筒型セル１１の発電層形成部分
近傍に相対向するように配置され、耐熱鋼金属フェルト１２ａの側面にはガス不透過層１
２ｃが形成され、裏面側にはガス供給口１２ｂが形成されている。
【００５８】
当該燃料電池の起動に際しては、燃焼ヒーター１２の裏面側のガス供給口１２ｂから加熱
用燃料と空気を混合して導入し、図示しない着火機構によって点火し燃料を燃焼させて円
筒型セル１１を加熱するようになっており、昇温後は、当該ガス供給口１２ｂから空気の
み、あるいは空気／燃料比を大きくした混合ガスを供給し、スタックチャンバー１０の空
気供給口１０ａから空気を供給することによって発電が行なわれる。なお、発電時におい
ても燃焼ヒーター１２の燃焼による保温を行うために、空気供給口１０ａから空気を供給
する一方、燃焼ヒーター１２のガス供給口１２ｂから加熱用燃料と空気の混合ガスを供給
することもできる。
【００５９】
〈実施例６〉
　実施例５で用いた円筒型セル１１を同様にスタックチャンバー１０内に１０本配設する
ことによって、図７（ａ）および（ｂ）に示すような円筒型燃料電池スタック１を作製し
た。当該スタック１においては、燃焼ヒーター１２の多孔質燃焼担体１２ａとしてコージ
エライトからなるセラミックス製担体が用いられ、当該燃焼担体１２ａには、前記円筒型
セル１１を差し込むための貫通孔が形成されていると共に、燃焼を安定化するためや燃料
の改質を行う機能を持つ触媒が担持されている。そして、当該燃焼担体１２ａにはその中
心部に加熱用ガスを供給するための導入管１３が設けてある。
【００６０】
当該燃料電池の起動に際しては、スタックチャンバー１０の燃料供給口１０ｂから加熱用
燃料と空気の混合気体が供給され、昇温後には、前記燃料供給口１０ｂから発電用燃料の
み、あるいは発電用燃料が高い空気との混合ガスが供給されると共に、空気供給口１０ａ
から空気が供給されることによって発電が行なわれる。
【００６１】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明に係わる燃料電池は、燃料電池スタック内に燃焼ヒーター
が配設されたものであるから、セル板あるいは円筒型セルの発電層形成部分をむらなく均
等に、しかも急速に直接加熱でき、燃料電池の始動時や再起動時の立ち上がり時間を短く
することができると共に、発電出力の局部的なばらつきを防止して発電損失が少なし、発
電開始直後から高出力密度で発電することが可能となるという極めて優れた効果がもたら
される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係わる燃料電池におけるスタック構造の参考例を示す概略断面図であ
る。
【図２】　本発明に係わる燃料電池におけるスタック構造の実施形態としてセパレータを
含む例を示す概略断面図である。
【図３】　同じく本発明に係わる燃料電池におけるスタック構造の他の実施形態として燃
焼ヒーター板が発電用ガスの流路を兼ねる例を示す概略断面図である。
【図４】　同じく本発明に係わる燃料電池におけるスタック構造のさらに他の実施形態と
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して燃料極と空気極の位置が反対のセル板の積層例を示す概略断面図である。
【図５】　本発明に係わる燃料電池におけるスタック構造の別の実施形態として燃焼ヒー
ター板の燃焼担体に触媒を担持させた例を示す概略断面図である。
【図６】　本発明に係わる燃料電池におけるスタック構造のさらに別の実施形態として円
筒型セルを用いた例を示す概略断面図である。
【図７】　（ａ）　同じく円筒型セルを用いたスタック構造の他の例を示す概略断面図で
ある。
　（ｂ）　図７（ａ）に示した燃料電池スタックの斜視図である。
【図８】　本発明の参考例に係わる燃料電池において、加熱開始後の時間経過に伴うセル
板温度および発電出力の変化を示すグラフである。
【図９】　本発明の実施例４に係わる燃料電池スタックの構造を示す概略断面図である。
【図１０】　図９に示した燃料電池スタックを筐体内に固定した状態を示す断面図および
外観図である。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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